
神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業の振興について、基本理念を定め、並びに県、中小企業者、中小企業

に関する団体、大企業者、大学等及び県民の責務を明らかにするとともに、中小企業の振興に関す

る施策の基本となる事項を定め、中小企業に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることによ

り、小規模企業の事業の持続的な発展をはじめとする中小企業の活性化を推進し、もって県経済の

発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「中小企業者」とは、次に掲げる事業者その他当該事業者におおむね準ず

る者であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。   

(1) 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会

社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第４号までに掲げる業種を

除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

(2) 資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会

社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(3) 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下

の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 

(4) 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の

会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

２ この条例において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人（商業又はサ

ービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、５人）以下の事業者であって、県内

に事務所又は事業所を有するものをいう。 

３ この条例において「大企業者」とは、中小企業者以外の事業者であって、県内に事務所又は事業

所を有するものをいう。 

４ この条例において「大学等」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する大学及

び高等専門学校、国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第４項に規定する大学共同利用

機関その他の研究機関をいう。 

（基本理念） 

第３条 中小企業は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、地域の活性化及び雇用の

確保に貢献し、県経済を支える重要な存在であり、特に、小規模企業は、地域社会の一員であると

ともに、地域の特色を生かした事業活動を行い、地域に根ざした産業を創出するなどして地域住民

の生活の向上並びに地域における経済の安定及び発展に寄与する重要な意義を有する存在であるこ

とに鑑み、中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

(1) 中小企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な取組が促進されること。 

(2) 中小企業者の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化が図られること。 

(3) 中小企業者の地域社会の発展及び環境との調和に向けた自主的な貢献並びに仕事と生活の調和

に向けた自主的な取組が促進されること。 

(4) 県、国、市町村、中小企業者、中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業に関

する団体（以下「中小企業に関する団体」という。）、大企業者、大学等及び県民が相互に連携

し、及び協働して推進されること。 

(5) 高度の産業集積及び技術力、豊富な人的資源その他の本県の特色を生かした活力と魅力ある産

業の実現を図ることを旨として推進されること。 

 (6) 小規模企業の活力が最大限に発揮され、その事業の持続的な発展が図られるよう、小規模企業

者に対する配慮をする等中小企業者の経営規模を勘案して推進されること。 

（県の責務）  

第４条 県は、前条に定める中小企業の振興についての基本理念（以下「基本理念」という。）にの

っとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

２ 県は、中小企業者の地域社会の発展及び環境との調和に向けた自主的な貢献並びに仕事と生活の

調和に向けた自主的な取組を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

資料２－６ 



３ 県は、中小企業の振興に関する施策について、国、市町村、中小企業者、中小企業に関する団体、

大企業者、大学等及び県民と協力して、効果的に実施するよう努めるものとする。 

（中小企業者の責務）  

第５条 中小企業者は、基本理念にのっとり、地域社会への影響及び環境との調和に配慮しつつ、自

主的にその経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。 

（中小企業に関する団体の責務） 

第６条 中小企業に関する団体は、基本理念にのっとり、中小企業の経営の改善及び向上に積極的に

取り組むとともに、県が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 商工会及び商工会議所は、県、市町村、他の中小企業に関する団体、大企業者等と連携し、小規

模企業が販売する商品又は提供する役務の新たな需要の開拓、小規模企業者の事業の承継の円滑化

等小規模企業の経営の改善及び向上における課題を踏まえ、その経営の状況に応じた適切な支援を

行うよう努めるものとする。 

３ 神奈川県中小企業団体中央会は、組合等（中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第74

条第1項第１号に規定する組合等をいう。）が小規模企業の経営の改善及び向上のための事業を行

う場合には、当該組合等の組合員等の経営の状況に応じた指導等の支援を行うよう努めるものとす

る。 

（大企業者の責務） 

第７条 大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が、中小企業者のみならず大企業者にも

影響を及ぼすものであることについての理解を深めるとともに、県が実施する中小企業の振興に関

する施策に協力するよう努めるものとする。 

（大学等の責務） 

第８条 大学等は、基本理念にのっとり、研究開発の成果の普及及び人材の育成を通じて、県が実施

する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。  

（県民の責務） 

第９条 県民は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が県経済の健全な発展及び県民生活の向上に

寄与することについての関心と理解を深めるとともに、県が実施する中小企業の振興に関する施策

に協力するよう努めるものとする。 

（市町村に対する支援） 

第10条 県は、市町村が当該地域の特性に応じて行う中小企業の振興に関する施策に対し、情報の提

供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（基本的施策） 

第11条 県は、基本理念に基づいて、次に掲げる施策を実施する。 

(1) 相談その他の総合的な支援を受けることができる体制の整備、受注及び発注機会の確保、地域

社会の発展及び環境との調和に向けた自主的な貢献の促進、円滑な事業の承継の促進、融資によ

る金融面での支援等を通じて、中小企業の経営の安定及び経営基盤の強化を促進すること。 

(2) 創業のための総合的な支援を受けることができる体制の整備、起業に関する意識の啓発等によ

り創業を促進するとともに、新商品の開発、新たな事業分野への進出、情報化への対応の支援等

を通じて、中小企業者の経営の革新に対する取組の強化を促進すること。 

(3) 産業の集積及び外国との経済交流の促進を図るとともに、大企業の人材及び技術並びに大学等

の知的財産等を中小企業者が活用するための環境整備を通じて、中小企業者、大企業者及び大学

等の連携の強化を促進すること。 

(4) 市町村、中小企業に関する団体等と協力し、商業、観光等の地域に根ざした産業の振興を通じ

て、地域の活性化を促進すること。 

(5) 職業能力の開発、就業環境の整備、技術及び技能の円滑な継承、就業に関する意識の啓発等に

より、中小企業の人材の確保、定着及び育成を図ること。 

(6)  商工会及び商工会議所並びに神奈川県中小企業団体中央会に対する小規模企業を支援するた

めの人材の育成に資する支援等を通じて、これらの団体による小規模企業に対する支援に関する

取組の強化を促進すること。 

(7)  その他中小企業の振興のために必要な施策を推進すること。 

２ 県は、前項に定める施策の実施に当たっては、総合特別区域（総合特別区域法（平成23年法律第



81号）第２条第１項に規定する総合特別区域をいう。）における産業の国際競争力の強化及び地域

の活性化に関する施策その他の関連する施策との連携を図るものとする。 

（中小企業・小規模企業活性化推進計画） 

第12条 知事は、前条第１項に定める中小企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、中小企業の振興に関する基本的な計画（以下「中小企業・小規模企業活性化推進計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 中小企業・小規模企業活性化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 中小企業の振興に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向 

(2) 前号に掲げるもののほか、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

３ 知事は、中小企業・小規模企業活性化推進計画を定めるに当たっては、県民、中小企業者その他

の関係者の意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、中小企業・小規模企業活性化推進計画を定めるに当たっては、神奈川県中小企業・小規

模企業活性化推進審議会の意見を聴かなければならない。 

５ 知事は、中小企業・小規模企業活性化推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 前３項の規定は、中小企業・小規模企業活性化推進計画の変更について準用する。 

（施策の検証） 

第13条 知事は、中小企業の振興に関する施策の実施状況を検証するとともに、その検証の結果を中

小企業の振興に関する施策に適切に反映させるよう努めるものとする。 

（調査研究） 

第14条 県は、中小企業の振興に関する施策の効果的な実施を図るために必要な調査研究を行うもの

とする。 

（実施状況の公表） 

第15条 知事は、毎年度、中小企業の振興に関する施策の実施状況について、インターネットの利用

その他の方法により公表するものとする。 

（中小企業者等の意見の反映） 

第16条 県は、中小企業の振興に関する施策に、中小企業者、中小企業に関する団体等の意見を反映

することができるように必要な措置を講ずるものとする。 

（神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進月間） 

第17条 県は、市町村、中小企業者、中小企業に関する団体、大企業者、大学等及び県民との連携に

よる中小企業の振興を図るため、神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進月間を設ける。 

２ 神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進月間は、２月とする。 

３ 県は、神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進月間には、その趣旨にふさわしい活動を実施す

るものとする。 

（財政上の措置） 

第18条 県は、中小企業の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。   

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

（附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

２ 附属機関の設置に関する条例（昭和28年神奈川県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  別表知事の項神奈川県薬事審議会の項の次に次のように加える。 

神奈川県中小企業

活性化推進審議会 

中小企業の振興に関する重要事項につき知事の諮問に応じて調

査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議すること。 

20人以内 

（検討） 

３ 知事は、この条例の施行の日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施行の状況につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

２ 附属機関の設置に関する条例（昭和28年神奈川県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

別表知事の項神奈川県中小企業活性化推進審議会の項中「神奈川県中小企業活性化推進審議会」

を「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進審議会」に改める。 


